
 

長 崎 市 障 害 者 雇 用 認 定 事 業 者 

審査申請書提出の手引き（物品製造等） 

 

 

○ 申請書類の受付期間 

 

平成２６年１１月 ４日（火）から 

平成２６年１１月２８日（金）までに、申請を受付した分は、 

平成２７年 １月 １日から認定します。 

 

以後、各月末（月末が土、日、祝日にあたるときは、その前日の平日）までに 

受付した分を翌々月１日から認定します。 

 最終の受付日は、平成２７年１０月３０日（金）までです。 

 

○ 申請書類の提出方法及び提出先 

 

提出方法：持参または郵送 

提 出 先：〒850‐8685 

長崎市桜町２番２２号 

長崎市総務局理財部契約検査課総務係 

 

○ 対象事業者 

 

長崎市物品等競争入札有資格者名簿の物品購入、賃貸借又は業務委託に係る業種

に登録があり、長崎市内に本店を有する者（個人・法人は問いません） 

 

○ 認定の有効期限 

 

平成２７年１２月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

長崎市総務局理財部契約検査課 
 

申請受付について 電話：095-8２９-１１60 

本件制度について 電話：095-8２９-１２77 

   ﾌｧｯｸｽ：095-8２９-１１２９ 

E-mail：keiyaku@city.nagasaki.lg.jp 
 

 

お問 い合 わせ 

平成 2７年用 



１ 対象事業者 

  長崎市物品等競争入札有資格者名簿に物品購入、賃貸借又は業務委託に係る業種

に登録があり、長崎市内に本店を有する事業者（個人・法人は問いません）が対

象です。 

 

２ 審査基準日 

  申請書類の受付日を審査基準日とします。 

 

３ 適格要件 

(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第１２3 号、以下「障害

者雇用促進法」という。）に基づき障害者の雇用義務がある事業者（以下「法定事

業者」という。）の場合は、申請月の直近の 6 月 1 日時点で障害者雇用促進法第

４３条第１項に規定する法定雇用障害者数以上の障害者を雇用していること。 

 

(2) 障害者雇用促進法に基づく障害者の雇用義務がない事業者（以下「法定外事業

者」という。）の場合は、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用状況報告書の対象

となる障害者(※1)を、2 の申請書類の受付日において 3 ヵ月以上雇用しているこ

と(※2)。 

 

※1 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用状況報告書の対象となる障害者とは、

以下のいずれかに該当する労働者です。 

 (ア) 身体障害者 

 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第２８3 号）に規定する身体障害

者手帳の等級が 1 級から 6 級に該当する方。 

     (イ) 知的障害者 

 児童相談所、知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37 号）第１２条

第 1 項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（昭和 25 年法律第１２3 号）第 6 条第 1 項に規定する

精神保健福祉センター、精神保健指定医または障害者雇用促進法第 19

条の障害者職業センターにより知的障害者と判定された方。 

     (ウ) 精神障害者 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。 

 

   ※2 参考 申請日は、雇用開始日から 3 か月を満了した日以降。 

例：雇用開始日平成２６年 8 月 5 日の場合 申請は平成２６年１１月 4 日以降 



  

４ 申請書作成上の注意点 

 (1) 長崎市障害者雇用認定事業者審査申請書（物品製造等） 

① 申請者 

● 本店（本社）の代表者の氏名を記入してください。 

● 印鑑は代表者の印を押印してください。 

● 申請内容を確認する場合がありますので、担当者の氏名を必ず記入して

ください。 

② 障害者雇用の区分 

● 法定事業者又は法定外事業者のどちらか該当する方に○をしてください。 

 

 

 (2) 添付書類 

① 法定事業者 

障害者雇用促進法に基づく障害者雇用状況報告書の写し 

（本件申請において添付できる直近の 6 月 1 日現在のもの） 

（公共職業安定所の受付印のあるもの） 

 

② 法定外事業者 

ア 雇用保険に係る事業所別被保険者台帳の写し 

（本件申請において申請日以前 1 ヵ月以内に発行されたもの） 

イ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し（全ページ） 

    ※ 手帳の写しの提出に当たっては、使用目的を本人に伝えたうえで承諾を

得ること。 

 

③ 「返信用封筒」 

「障害者雇用認定事業者認定通知書」を送付しますので、返信用封筒を提

出してください。 

なお、申請書提出を郵送で行う場合は、受領票送付用としてもう一通提出

してください。 

封筒の大きさは「長３」とし、８２円切手を貼付し、宛先を記入してくだ

さい。 

 

④ 「受領票」 

申請書を受領した際に受領票を交付しますので、「提出書類一覧表」から「受

領票」を切り取り、提出書類と一緒に提出してください。 

受領票は、認定通知書が届くまでの間、大切に保管してください。 



 

５ 認定通知書 

(1) 審査の結果、適格要件を満たす事業者については、障害者法定雇用事業者又は

障害者雇用プラスワン事業者のいずれかの区分で認定を行い、「障害者雇用認定

事業者認定通知書」により通知します。 

 ア 障害者法定雇用事業者 

 法定雇用障害者数と同数の障害者の雇用を行っている法定事業者をいう。 

 イ 障害者雇用プラスワン事業者 

法定雇用障害者数を超えた数の障害者の雇用を行っている法定事業者及び

障害者の雇用を行っている法定外業者をいう。 

(2) 同通知書には、認定の種類や有効期間等の重要情報を記載しておりますので、

大切に保管してください。 

 

６ 認定の有効期間 

   

申請受付期間 認定の有効期間 

平成２６年１１月４日から平成２６年１１月２８日まで 平成２７年  １月１日から平成２７年１２月３１日まで 

平成２６年１２月１日から平成２６年１２月２６日まで 平成２７年  ２月１日から平成２７年１２月３１日まで 

平成２７年  １月５日から平成２７年  １月３０日まで 平成２７年  ３月１日から平成２７年１２月３１日まで 

平成２７年  ２月２日から平成２７年  ２月２７日まで 平成２７年  ４月１日から平成２７年１２月３１日まで 

平成２７年  ３月２日から平成２７年  ３月３１日まで 平成２７年  ５月１日から平成２７年１２月３１日まで 

平成２７年  ４月１日から平成２７年  ４月３０日まで 平成２７年  ６月１日から平成２７年１２月３１日まで 

平成２７年 ５月１日から平成２７年  ５月２９日まで 平成２７年  ７月１日から平成２７年１２月３１日まで 

平成２７年 ６月１日から平成２７年  ６月３０日まで 平成２７年  ８月１日から平成２７年１２月３１日まで 

平成２７年 ７月１日から平成２７年  ７月３１日まで 平成２７年  ９月１日から平成２７年１２月３１日まで 

平成２７年  ８月３日から平成２７年  ８月３１日まで 平成２７年１０月１日から平成２７年１２月３１日まで 

平成２７年  ９月１日から平成２７年  ９月３０日まで 平成２７年１１月１日から平成２７年１２月３１日まで 

平成２７年１０月１日から平成２７年１０月３０日まで 平成２７年１２月１日から平成２７年１２月３１日まで 

 

 


